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あ と が き 



 

巻頭言 

「あいさつから見えてくる子供の健康」 

廿日市市学校保健会  

副会長 平野早百合  

 赤，黒，ピンク，水色・・・色とりどりのランドセルを背負った子供たちが元気に登

校してきます。私は，子供たちを，校門のそばで「おはよう」のあいさつで迎えます。

この登校指導は，子供たちとふれあい，コミュニケーションをとる楽しい時間ですが，

校長として子供たちの心と体の健康を見守る大切な時間でもあります。 

４月当初は，元気なあいさつ指導。様子を見ながらあいさつに一言を付け加えて互い

に親近感を高め，子供たちの顔と名前を覚えていきます。いつも精一杯の笑顔を振りま

いてくれる子，感情をあまり出さない子，一見不機嫌そうだけどそれが普通の子といろ

いろです。そして，子供たち一人一人が，いつごろ，誰と，どんな様子で登校してくる

のか分かったら，いつもと少し違うなと思った時には，声をかけるようにしています。

見た目で分かるけが等は「どうしたの？」と，状況を聞いてその時の痛みに共感します。

しゅんとしたり不機嫌そうに登校してくる子は，出掛けにしかられたりけんかをしたり

していることが多く，話を聞いたら「そんなことがあったのによく来たね。」と励まし

ます。登校時刻が早くなった子は，今までより順調になったり，嬉しいことがあったり

するので，聞いた私も嬉しくなります。逆に登校時刻がだんだん遅くなったり，足取り

重く来たりする子には，慎重にタイミングを見計らって話しかけます。できるだけほめ

てあげられるような学校生活での話題を探して話しかけ，その子からさらに何か言って

きたら話に乗りますが，そうでなかったら深追いはしません。登校する友達が急に変わ

った時には，数日様子を見ます。前日欠席していた子には，「元気になったんだね。よ

かった！」と伝え，不登校気味の子が来たときには，「よく来たね。」という思いを心に

充満させて，笑顔のあいさつだけします。 

登校指導を終えて職員室へ帰ると，担任等によいことも含めて気づきを伝えるように

しています。子供の成長に共感しあったり，子供の温かい言動に癒されたりすることも

あります。特に気になった子については，学級で様子を見守ってもらうように伝えます

が，担任からの情報でその原因やその子についてより分かることもあります。 

近年の社会環境や生活環境の急激な変化等による，生活習慣の乱れ，メンタルヘルス

に関する問題，新たな感染症，アレルギー疾患の増加など子どもの心身の健康問題は本

校においても課題です。あいさつを交わす場面を一例として，子供たちを守り育ててい

くために学校現場では，いろんな角度から子どもたちの様子を見取り，共有し，チーム

で取り組むよう努めています。学校医，学校歯科医，学校薬剤師の皆様の存在は，心強

い支えになっています。この廿日市学校保健会が，それぞれの立場や役割を明確に果た

し，専門性を生かしながら連携を強め，チームとして子どもたちの健全な育成に取り組

んでいくことが，ますます求められていると思います。 

― 2 ―



  

 

Ⅰ 平成２７年度  会務報告   

 

 行 事 名 会 場 

平成２７年 

 ６月２７日 
定例総会 廿日市市商工保健会館 

 ９月 ３日 第１回理事会 廿日市市役所 

１１月１１日 

廿日市市学校保健会研究協議会 

       

〈研究発表〉 

阿品台西小学校 

学校歯科医 山中 史教 

保健主事  柳井 敏裕 

  養護教諭  越道 愛 

  栄養教諭  山田 祐規子 

佐伯中学校 

  養護教諭  松岡 直美 

  教  諭  恵木 美智子 

 

〈講演〉 

演題 「法医学から見た被虐待児の実態と課

題」 

講師 広島大学大学院医歯薬保健学研究院  

長尾 正崇 先生 

廿日市市商工保健会館 

１２月１８日 第 1回小・中学校養護部会理事会 
廿日市市市民活動セン

ター 

平成２８年 

 １月２０日 

廿日市市学校保健会小・中学校養護部会研修会 

〈講演〉 

 演題「色覚検査について」 

講師 アイビー眼科 

中村 民江 先生 

廿日市市総合健康福祉

センター 

  ２月１日 第２回小・中学校養護部会理事会 
廿日市市総合健康福祉

センター 

３月３日 第２回理事会 
佐伯地区医師会 

大会議室 
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Ⅱ  平成２７年度 廿日市市学校保健会定例総会 
 

 

１  期 日    平成２７年６月２７日(土) 

 

２  会 場    廿日市市商工保健会館（交流プラザ）１F多目的ホール 

 

３  日 程    １３：００～１３：３０  受付 

          １３：３０～１４：００  総会 

          １４：１０～１５：４０  講演 

 

４  総会次第  (１) 開会宣言 

         (２) 開会あいさつ 

         (３) 来賓祝辞・紹介 

         (４) 表彰 

(５) 議事（議長 会長） 

            平成２６年度 会務報告  

            平成２６年度 決算報告 

            監査報告 

平成２７年度 事業計画（案） 

            平成２７年度 予算（案） 

            会則制定について 

            役員改選について 

         (６) 役員紹介 

(７) 閉会あいさつ 

(８) 閉会宣言 

         

５  講  演  「ＷＹＳＨ教育の概要」  

         講師 日本子ども財団評議委員 今田 雄次 先生 

 

６  懇親会   １６：００～１７：３０ 

        （会場 廿日市市商工保健会館交流プラザ １F多目的ホール） 
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Ⅲ 廿日市市学校保健会研究協議会 

 

 

１ 期 日    平成２７年１１月１１日（水） 

 

２ 会 場    廿日市市商工保健会館（交流プラザ）１F多目的ホール 

               

３ 日 程    １３：４５～１４：００  受付 

         １４：００～１４：１０  開会行事 

         １４：１０～１５：１０  研究発表 

         １５：３０～１６：１０  講演 

 

４ 協議会次第 (1)開会行事 

        (2)研究発表 

研究テーマ 

「生きる力を育む保健教育～歯・口の健康づくりを通して～」 

発 表 者 

阿品台西小学校 学校歯科医 山中 史教 

保健主事  柳井 敏裕 

養護教諭  越道 愛 

栄養教諭  山田 祐規子 

研究テーマ 

             「特別支援学級における『性に関する指導』についての取組」 

             発 表 者 

佐伯中学校   養護教諭  松岡 直美 

                           教  諭  恵木 美智子 

(3)指導助言 

  廿日市市教育委員会教育指導課 柳川 大蔵 指導主事 

 

４ 講  演  「法医学から見た被虐待児の実態と課題」 

講師 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 長尾 正崇 先生 

 

５ 閉会行事 
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法医学からみた被虐待児の実態と課題 

‐不登校の原因が子ども虐待であった虐待死事例‐ 

A fatal case of child abuse in which the victim was confined to the house and prevented 

from going school. 

 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科法医学研究室 長尾 正崇 

Masataka Nagao: Department of Forensic Medicine, Graduate School of Biomedical Sciences, 

Hiroshima University  

Key Words: 臨床法医学，身体的虐待，学校，不登校，損傷診断 

Clinical forensic medicine, Physical abuse, School, Truancy, Signs of physical abuse 

 

はじめに 

 

最近は新聞紙面で児童虐待死症例を目にする機会が多く，厚生労働省の統計によると，

児童相談所（児相）における児童虐待相談処理件数は平成２年度の 1,101 件が平成１２年

度に 17,725 件，平成２３年度では 59,919 件に達し，平成２６年度には 88,931 件と２４年

間で 80.8 倍に急増している。これに対し，日本法医学会の調査 4)によると，被虐待児の司

法解剖例は１９９０年から１９９９年までの１０年間の合計は４５９例であり，１０年間

の司法解剖例の変動は概ね２倍程度に収まり，児童虐待相談処理件数に認められるような

急激な増加は認められない。これらの調査結果は，児童虐待死症例は以前からコンスタン

トに存在しており，近年急増したものではないことを示している。これは，以前は，児相

への通告も無いため児相も認知し得ず，警察・検察と我々法医学者の間だけで処理してい

たケースが殆どであったのに対し，最近は，社会が児童虐待問題を社会の問題として捉え

始め，報道機関による児童虐待死症例の扱いが大きくなったことも一因であろう。 

日本法医学会企画調査委員会報告 1)によると，被害者の年齢分布は，２歳児までで全体の

63.6%，６歳児までで 92.4%を占め，学童期以降の被害者数が明らかに少ない。この傾向か

ら，子どもが保育園・幼稚園に通うなどして社会との接点を持つ機会を得たり，自分の意

思を表現できる年齢に達すれば，社会は子どもに対する家庭内での虐待を認知することが

可能であることが分かる。一方，全体の６割強を占める２歳以下の子どもの場合は，被害

者が保育園等に通うなどの社会との接点がなければ，密室である家庭内での虐待の事実を

認知することは非常に困難である。このような場合は，乳幼児検診の受診の有無，子育て

支援事業の利用，周辺住民からの通告などから地道に虐待の端緒をつかむことが重要であ

る。また，子どもに異状な損傷を見つけた場合には直ちに，定規をいれて損傷部の写真を

撮影して記録に残しておき，必要に応じて，その写真あるいは子どもの診察を我々のよう
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な臨床法医学者に依頼し，損傷の鑑別診断を受けるべきである。児童虐待対策には，児相

を中心とした行政諸機関が，教育機関，医療機関，捜査機関，実務法曹や臨床法医学者と

も協力体制を築き，児童虐待の早期発見・早期介入・早期救済を図ることが重要である。 

 

虐待死事例の実際とその問題点 

 

平成１２年１１月２０日に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行され，その後，２

回の大きな改正を経たが，同法施行後も児相が事前に認知していた虐待死症例が後を絶た

ない。筆者は以前に，児相が事前に認知していたにもかかわらず，同居の男と母親による

暴行を受け死亡した７歳女児の司法解剖事例 2)を経験している。 

本児の全身には新旧様々な皮下出血，下肢にはスタンガンによる類円形の皮膚潰瘍，右

拇指にはライターによる火傷痕が存在していた。さらに，胸腺に萎縮が認められたが，こ

れは被虐待児の特徴的な所見の一つであり 3)，ストレスに対する生理的反応として分泌され

る副腎皮質ホルモンである糖質コルチコイドが胸腺細胞のアポトーシスを誘導するためで

あると考えられている 4,5)。すなわち，本屍は長期にわたる虐待を受けていたことが示唆さ

れた。病院搬入時の血液検査(表 1)では，高度の貧血と低タンパク，FDP，筋肉系の逸脱酵素

の高値が認められた。さらに，赤血球数 117 万/mm3 と正常値の約 25 %しかなく，持続す

る皮下出血による慢性貧血の状態にあり，本屍が血球成分の減少を全身の組織液を血管内

に移動させることにより循環血液量を維持し，最後まで生命を維持しようとしていたこと

がうかがえた。筋肉逸脱酵素も著しい高値を示し，度重なる暴行で筋肉が挫滅していたこ

とが推測された。これらの解剖所見と血液検査所見から，本屍の死因を外傷性ショックと

判断した。 

本児は 4 月から断続的に小学校を欠席していた。その後，顔面の変色斑が目立つように

なったため，虐待の発覚を恐れた被疑者らにより約１ヶ月にわたり「親による家への閉じ

込め」（不登校）を受けていた（平成１３年１０月１２日 読売新聞）。学校側は６月下旬ま

でに計 4 回の家庭訪問を行っているが被疑者らは本屍との面会を拒絶し，1 回は担任教師が

本屍と直接面会したにも係わらず，本屍の「学校に行きたくない」との言葉を信じるなど

不登校とのみ捉え，教育委員会にも「不登校の児童」の存在を報告したのみであったとい

う（平成１３年７月１９日 読売新聞）。一方，6 月下旬に主任児童委員から児相に虐待の通

告があったが，児相が祖母に電話連絡を取ったところ，身体的虐待を否定されたため「緊

急性はない」と判断したという（平成１３年７月１９日 読売新聞）。本屍は６月下旬の最

後の家庭訪問の後に激しい虐待を受け，約３週間後に死亡した。 

本件のように，児童虐待防止法に虐待と定義されていない「不登校」もその背景に児童

虐待が隠されていることがある。しかしながら neglect を「子どもの健全な育成にとって適

切な行為を行わないこと，あるいは子どもの健全な育成にとって不適切な行為を行うこと」

と認識すると「不登校」も児童虐待防止法で定義された児童虐待に含まれる。特に，保護

― 7 ―



 

 

者が正当な理由もなく頑なに，面会を拒絶する場合には，児相と協同して早期介入の必要

性を検討するとともに，児童の安全を現認すべきであり，学校教職員は，児童虐待防止法

第五条において児童虐待の早期発見義務が課せられていることを再認識し，教育現場にお

いても養護教諭を中心とした，児童虐待に関する研修の実施が必須である。 

 

児の外傷診断に際しての法医診断学 

 

 「身体的虐待」（physical abuse）の際には全身に変色斑，表皮剥脱が認められるが，第三

者による加害か否かを判別するポイントは日常生活上で発生し得る部位にそれらの損傷が

認められるかどうかである。具体的には，腋窩周囲や側胸・側腹部，大腿内側・外側，外

陰部，会陰部，肛門周囲，体の後面等の損傷は加害行為が疑われる。 

子どもは身長に比して頭部・顔面が大きいため，頭部・顔面領域に外力を受けた際には

頭蓋腔内損傷により死亡したり，重篤な後遺障害が残る危険性が高い。それを防ぐために

も，頭部・顔面の損傷の性状と保護者の説明とが一致するか否かを確実に判断し，身体的

虐待を早期に発見する必要がある。患児の頭部・顔面の損傷に対して，保護者から壁にぶ

つかった，あるいは床に転倒したなどの説明を受けることが予想される。壁や床などの幅

広い鈍体への衝突した場合には，頭部・顔面を手掌で触診する際に触知される皮下に強固

な支持体を有し突出した鼻稜部，上顎正中部，下顎縁，頬骨部，眼窩縁，側頭部等に複数

の皮下出血が認められるはずであるから容易に判別できる。屋外での転倒の場合には，頭

部・顔面の接地面が路面や砂などによって同一方向に擦過され，斑状の表皮剥脱や並行す

る線状表皮剥脱の集簇が認められる。逆に，皮下に骨などの支持体のない頬部や，下顎底

の変色斑などは転倒などでは起こりにくく，他者による暴行を強く疑う所見となる。歯科

医師は，口腔内だけではなく顎顔面から耳輪・耳介後面の皮下出血にも注意を払う必要が

あり，顔面の殴打による口腔粘膜の挫創・裂創やそれに伴う歯牙による二次的な口唇の挫

創や高度の齲蝕は児童虐待の早期発見の上で日々の診療のみならず学校歯科検診の際にも

重要な所見である 6,7)。頭部の場合は毛髪が密生していることから詳細な観察が困難である

ことが多く，頭部の触診が有用である。 

  

おわりに 

 

虐待事例への適切な早期介入は子どもの生命のみならず，親の社会的生命をも救うとい

うことを再認識しなければならない。子どもの持つ無限の可能性は社会の大きな財産であ

り，子どもに安全な未来を提供するのは社会の義務であり，子どもの無限の可能性を絶っ

てしまう児童虐待は社会に対する大きな犯罪行為である。２１世紀を担う子どもたちを守

るために周囲の大人が関心を持って子どもたちを見守る必要がある。 
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図１. 病院搬入時の臨床検査記録 

（出典：長尾正崇：法医学からみた児童虐待．小児科，45：2213－2219，

2004．） 
   

Items At admission Normal range 

      

BUN (mg/dl) 18 7.7 ～ 19.6 

Creatinine (mg/dl) 0.5 0.4 ～ 0.8 

Na (mEq/l) 138 139.9 ～ 144.7 

K (mEq/l) 8.2 4.26 ～ 5.14 

Cl (mEq/l) 104 103.1 ～ 106.7 

CRP (mg/dl) 0.78 0.044 ～ 1.070 

Blood FDP (μg/ml) 400 < 5.6 ～ 8.0 

RBC (×10
4
/μl) 117 400 ～ 520 

Hb (g/dl) 3.7 11.5 ～ 15.5 

Ht (%) 12.1 35 ～ 45 

Plts. (×10
4
/μl) 7.8 15.0 ～ 35.0 

WBC (/μl)   8,400 5.5 ～ 15.5 

AST(GOT) 313 15 ～ 37 

ALT(GPT) 119 4 ～ 24 

LDH (U/l) 1873 280 ～ 588 

ChE (U/l) 92 249 ～ 493 

Amylase (U/l) 47 62 ～ 218 

CK (U/l) 957 52 ～ 249 

t-Bil (mg/dl) 1.5 0.45 ～ 0.99 

d-Bil (mg/dl) 0.5 0.27 ～ 0.73 

t-Protein (g/dl) 5.1 6.4 ～ 8.1 
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〈研究発表〉平成２７年度 廿日市学校保健研究協議会 研究発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

   本校は昭和５８年４月，阿品台東小学校が１,１５０名を越えるまでに児童数が急増したために，分離・開校し，

本年度で３３年を迎える学校です。 

   校区は，廿日市ニュータウンの中に県営住宅と県警住宅があり，ニュータウン以外では阿品３丁目・４丁目が新

しい住宅地，阿品 2 丁目は田畑の残る田園地帯というように，それぞれ地域の特色を持っている。昭和 60 年から

阿品ハイツ（阿品台山の手）も新たに校区に加わった。児童数は，開校以来増加し続け，ここ数年は，マリナタウ

ンの開発により再び増加傾向になっている。 

 

２．学校教育目標・学校保健安全目標・保健体育部経営計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．歯科における児童の実態・健康課題  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度別 歯垢の状態（H26)

歯垢１とは唇面の３/１以下に歯垢が付着
歯垢２とは唇面の３/１以上に歯垢が付着した状態

30.9% 26.7% 21.2% 21.5% 19.7%

4.1% 5.5%

2.1%
7.5% 12.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

歯垢２

歯垢１

平成２５年度（%） 歯垢２

全国 ３．５７

広島県 ２．７

廿日市市 ２．９

阿品西小 ７．５

平成２６年度 本校学校保健委員会資料より抜粋

３２．４％

年度別 歯肉の状態（H26)

Ｇｏ（歯肉１）とは歯肉に軽度の炎症症候，
Ｇ （歯肉２）とは歯周疾患・歯石の沈着有の状態

26.6%
14.3% 8.4%

26.9% 18.1%

0.6%
1.1% 1.1%

2.8% 10.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

Ｇ (歯肉２）

Ｇｏ（歯肉１）

平成２５年度（%） G（歯肉２）

全国 ２．２８

広島県 ２．０

廿日市市 ２．９

阿品西小 ２．８

平成２６年度 本校学校保健委員会資料より抜粋

２８．９％

学校教育目標 

自信と誇りを持ち，笑顔かがやく阿品台西っ子の育成 

 

学校保健安全目標 

自分の体を知り，進んで健康の保持増進や 

体力の増強に努める子どもを育てる 

保健体育部経営計画 

基本的な生活習慣を身につけて 

健康と体力の向上を推進する 

88 

87 

87 

86 

80 

89 

86 

9 

8 

8 

10 

14 

10 

10 

1 

3 

4 

3 

5 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年

２年

３年

４年

５年

６年

H26 １学期

1日に1回ていねいにみがいた
毎日できた まあまあできた あまりできなかった ほどんどしなかった

生活ふり返りカードの結果より（H26年1学期）

平成２６年度 本校学校保健委員会資料より抜粋

ていねいに歯を磨いたと答えている児童が 約８割～９割 

課題 １割～２割の児童は， 

自分ではていねいに磨いていると思っていても， 

実際には正しく磨けていないという実態がある。 

歯垢－１・２合わせて32.4％ 歯肉－１・２合わせて28.9％ 

結果では３割が罹患者（７割は健康） 

生活ふり返りカード（H26)の１学期の結果と 
歯科検診の歯垢･歯肉の結果を比較すると， 

「生きる力」を育む 保健教育 ～歯と口の健康づくりをとおして～ 
 

廿日市市立阿品台西小学校 学校歯科医 山中 史教                                          
保健主事  柳井 敏裕 
養護教諭  越道 愛                                               
栄養教諭  山田 祐規子 
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４．取り組み 

 

 ２の課題であげたように，生活ふり返りカードの， 

Ｈ２６年の１学期の結果と，歯科検診の歯垢・歯肉の 

結果を比較すると，ていねいに歯を磨いたと回答して 

いる児童が，約８～９割，歯垢・歯肉１・２に罹患して 

いる児童が約３割ということは，約７割は健康というこ 

とになります。しかし，１～２割の児童は自分ではてい 

ねいに磨いていると思っていても，実際には正しく磨け 

ていないという実態があると仮定しました。 

 そこで，歯と口の健康の取り組みを行うこととし， 

年間を通して活動することにしました。 

○３年生「正しい歯のみがき方教室」 

○４年生「よくかんで食べよう」） 

○５年生「歯の正しい磨き方の確認をするために，学童歯磨き大会に参加」 

３年間を通して，歯と口の健康について計画的に学習を行いました。 

 

（１）学校全体での取り組み  

①朝の歯みがきの実施 

正しく歯みがきを行うことを目標に，平成２６年９月より， 

朝の歯みがきを行いました。 

  ・１週間に１回ていねいに歯みがきをする。 

  ・朝読の時間を利用して歯みがきの実施。 

   月－３組  水－２組  金－１組 

 方法は，てあそびドットコム（http://teasobi.com.）のはみがきソング 

という曲に合わせて，磨いています。 

歯磨きの時間に，きれいに磨けているかどうか，児童の歯を見ていると，児童のむし歯に気づくと事もあります。 

また，連絡帳を通じて，歯医者への受診を勧めるきっかけとなる場合もあります。 

 

（２）学校歯科医との連携 

①３年生「正しい歯のみがき方教室」 

学校歯科医が，３年生全クラスを対象に，歯みがき指導をしています。 

歯科衛生士による，歯の仕組みや，歯磨きの大切さ，歯磨きの仕方の話 

の後，歯垢染め出しを行い，自分の歯の，どこをどんなふうに磨いたらよ 

いか気づき，正しい歯磨きの方法を学習しました。 

実施後は，学習内容をお便りで全校に配布し，ふり返りや，継続して 

ていねいに歯磨きを実施する機会としています。 

 

 

 

 

 

 

歯の健康

家庭への
啓発

栄養指導･給
食センターと

の連携

保健指導・保
健委員会

学校歯科医･
学校医・地域
の歯科医など
との連携

校区の保･
幼・小・中と

の連携

学校での様々
な取り組み
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（３）学校保健委員会の実施 

①平成２５年度 テーマ「歯と口の健康について」山中学校歯科医 

 広島県歯科医師会で作成している，「歯・口の健康パネル」を資料にしながら，歯科検診の項目の説明や，結果に伴

う治療の勧め，口のレントゲン写真から，乳歯の生え方・治療の勧めなどの講話がありました。 

－参加保護者の感想よりー 

・歯・口の健康について分かりやすく，家庭でも実践できる事が多くありやってみようと思いました。 

・歯・口の健康診断パネルをみて，学校でどのように健診をしているかよくわかった。 

・歯みがきがいかに大切か，よくわかった。保護者全員に聞いてもらうとよいと思いました。 

 

②平成２６年度 テーマ「栄養のバランスのよい食事を食べよう」山田栄養教諭 

山田栄養教諭が，給食メニューの食べ方から，栄養バランスについての，話をし

した。山中学校歯科医からは，「嚙むことはいい事というのは，誰でも知っている

が，どんないいことがあるのかを広島県歯科医師会 HP の，歯・お口にかかわるパ

ンフレットの中のよく噛む８大効用「ひみこのはがい～ぜ」を使用し，嚙む事の大

切さを話しました。 

－参加保護者の感想よりー 

・噛む事の大切さ，バランスのよい食事の重要性など，改めて認識する事ができて，とてもよかった。 

・家でも，しっかり噛むこと，その大切さを伝えていこうと思います。 

 

③平成２７年度 

安田女子大学の西田教授に「望ましい食習慣と，よく嚙んで食べることの大切さについての話と，ホットプレート

で出来る簡単クッキングの紹介」をしていただく予定でしたが，天気が悪く，警報が出たため中止となりました。(次

年度実施予定) 

 

Ｈ２５・２６年度と山中先生には，歯や噛む事の大切を教えていただき，保護者からも，学校での歯科検診の様子

や，噛む事の大切さがわかったと大好評でした。 

 

（４）食に関する指導「よくかんで食べよう」 

①４年生での学級活動 

実態把握 噛みかみセンサーで噛む回数の測定 

３年生で正しい歯の磨き方の指導を実施したあと，４年生では「よくかんで食べ

よう」の指導を行いました。まずは，実態を把握するために，噛みかみセンサーを

使って，給食を一食食べるのに何回噛んで食べているのか一人一人を調べました。

また，事前に行ったアンケートでは，噛む回数が少ない児童も多くいました。 

 

学級活動「よくかんで食べよう」（４年生） 

学級活動「よくかんで食べよう」の授業を行いました。一口３０回以上噛んで食

べること，噛みごたえのあるものを食べることを目標に行いました。平成２６年度

はごはん，平成２７年度は「いりこ」を用いて５回噛んだ時と３０回噛んだ時の口

の中の様子を比べ，しっかりかんで食べると体によいこと，また，同じ３０回かん

でも噛みごたえのあるものと噛みごたえのないものでは，脳への刺激が違うことを

指導しました。 
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④地域・保護者への啓発 

保護者や地域の方々への紹介としてもう一つ行っているのが，「食に関する指導」の実践

を校区のスーパーマーケットへ掲示しています。これは，「よくかんで食べよう」の授業の

様子を見える化したものです。 

 

 

⑤中学校との連携 

夏休み中に，中学校２年生がキャリアスタートウィー

クに来たときに，「しっかり噛んで食べよう」の掲示物を作りました。同じものを

２つ作り，一つは中学校へ掲示しています。 

 

 

 

 

⑥「見える化」を意識した掲示 

中学生が作成した，掲示物を，保健室の前に掲示することで，児童が実際にさわって，噛

むことの大切を知りました。ゴムが伸びると，イラストが変化するようになっており，興味

を持って掲示物を見ていました。 

 

⑦実践の継続化 

１学期に行った 学級活動「よくかんで食べよう」の授業の実践が

継続し生かされているか授業を行いました。噛むカムチェックガムを

使用し，自分がどんな噛み方をしているのかを知り，給食のときに，

自分はどんな噛み方をしたらよいか目標を決め実践してみました。

「わたしは，ゆっくりかんで食べていると思っていても，かみ方はま

だ足りないというのが分かりました。これからはしっかりかもうと思

うし，自分の決めた目標の，一口の量を少なくすることを守ってご飯

を食べようと思います。」と自分の課題から目標を設定することがで

きました。 

 

（５）５年生での取り組み 

①学童歯みがき大会への参加 

 ５年生は，歯の正しい磨き方の確認をするため

に，「学童歯みがき大会」に参加しました。これ

は，インターネットの生中継で全校の主に小学生５

年生約７万人が，一斉に歯みがきをするという大会

です。歯ブラシ・歯みがき剤・デンタルフロスなど

が，児童一人一人に試供され，当日はそれを使い，

歯みがきをします。 

今年度は，「健康な歯ぐき」をテーマに，子ども

自身が，歯ぐきの大切さ，歯ぐきの出すサインに気

づき，自分の歯ぐきの観察を通して，どのようにし

て歯と歯ぐきを守るかを学習しました。 
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②歯科検診での取り組み 

歯みがき大会より，１週間後の６月１０日を歯科検診にしていた

ので，歯科検診当日の朝，歯みがき大会で学習した，歯ぐきの観

察をし，自分の健診結果，歯垢と歯肉の状態を予測しました。 

 

③歯垢染め出しの実施 ④これからの歯みがき 

その後，自分の歯科検診の予想と結果から，自己分析をし，再

確認のため，再度染め出しを行い，自分の，歯磨きのできていな

い部分を知り，自分の歯磨きの目標を考えました。この児童は，

歯垢・歯肉とも予想と同じで，歯垢が１，歯肉が０だったので，「歯垢が

なくなるように，ていねいに歯磨きをがんばりたい」と目標を立てまし

た。 

 継続した，指導を行うことにより，自分自身で考え，実践できる力をつ

けていきたいと考えています。 

 

（６）全校児童・家庭への啓発 

①歯みがきカレンダーの実施 

全校児童に，５年生と同じ用に歯磨きの目標

を立てるために，歯科検診の結果を伝え，自分

の歯の様子を知

り，自分の歯のどこを磨いたらよいか気づき，継続的に，歯

磨きを行う意識付けを行いました。その裏が，歯みがきカレ

ンダーになっていて，夏休み・冬休みには，歯磨きが継続で

きるよう，歯みがきカレンダーを実施しています。色を塗る

と，イラストが出るようにし，最後までやってみようという

興味を少しでも持てるようにしました。 

 

②あいうべ体操の実施 

あいうべ体操の紹介 

  歯・口の健康ということで，授業中なども，口がぽか～んとあいて

いる児童がおり，口輪筋を鍛え，インフルエンザ予防にも有効という

「あいうべ体操」を，冬休み前の保健便りで紹介しました。    

「あいうべ体操」は福岡のみらいクリニック今井先生が考案した，鼻

呼吸をマスターするためのトレーニングです。 

（ＨＰ：mirai-iryou.com/mc_aiube.html 参照） 

 あいうべ体操の実施 

冬休みには，歯みがきカレンダーと，チャレンジあいうべ体操の用紙を一緒に配布しました。 

保健指導 

 １月の体重測定時に，保健指導で風邪・インフルエンザ予防の話から，口呼吸の害

と鼻呼吸の効果の話をし，あいうべ体操をみんなで行いました。お便りを見ていない

児童もいたので，児童全員が，あいうべ体操を知る機会となりました。 
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③生活ふり返りカードの実施 

歯磨きについては，生活ふり返りカードで，継続して

いましたが，あいうべ体操も，長く続けると効果が出る

ので，今年度より，生活ふり返りカードの項目の一つに

加え，継続して，実施できるようにしました。お家の方

から，「あいうべ体操は，一緒に楽しくできました」と

いうコメントがありました。実践し，保護者や担任の肯

定的評価を受けました。「実践化」から「意欲化」につ

ながっていけばよいと考えています。 

 

（７）保健委員会 

児童朝会では，年に一度，健康に関する劇やクイズをしています。昨年度

は，「ミュータンス対歯ブラシマン」という歯の健康に関する劇をしました。 

毎日の活動では，お昼の給食時間に歯みがきの呼びかけをしています。歯み

がきのポイントだけでなく，季節に関係する熱中症・かぜの予防も一緒に呼び

かけています。 毎日呼びかけを行うことにより，歯みがきの大切さの意識付

けに役立っています。 

 

（８）図書ボランティア，そらいろのたね・ガラガラドンとの連携  

 図書ボランティアさんによる，読み聞かせは，１年を通し実施しています。

いろいろな機会に，歯に関心が持てるように，６月の歯と口の健康週間と１１

月のいい歯の日には，歯に関する本を読んでもらっています。 

 

５ 成果と課題 

本校では，職員の協力体制が整っており，地域のボランティア・学校医・学校歯科医の協力もあり，効果的に活

動を行う環境にあります。栄養教諭も配置されており，給食センターとの連携もスムーズに行え学校全体で指導を

行うことができます。小学校入学時には，６歳臼歯が生えており，すでにむし歯になっていることもあるので，校

区の保育園などと連携していく事も，今後の重要課題です。これからも，学校医による歯の指導，朝の歯みがき，

給食時間の歯磨きなどから，正しい歯磨きの習慣を身につけ，永久歯のむし歯の発生率の低下や歯肉炎の予防など

につなげていきたい。 

  定期的に歯科医で検診することにより，健康な歯を維持できるので，定期的に検診に行くよう働きかけたり，家

庭での正しい歯みがき，歯ブラシの交換のお願いなど，家庭への啓発をしていく事も大切です。 

 

 

６ おわりに 

自分の歯と口に向き合うことは，自分自身と向き合うことであり，自己健

康管理の原点でもあります。指導を通して健康習慣を身につけていき，自分

自身を大切にすることにつなげていきたい。 これからも，組織的・継続的に

活動を行い，子どもたちが健やかに成長できることを願っています。 

 

参考資料 

○学校における「カミング３０」体験実施マニュアル 島根県健康福祉部健康推進課 一般社団法人 島根県歯科医師会 

○すぐできる！ 楽しくできる！ 歯・口の健康づくり  発行所：東山書房 

○岐阜県大垣市立静里小学校ＨＰ  平成２３・２４年度「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」 
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＜研究発表＞ 平成２７年度 廿日市学校保健会研究協議会 研究発表 

特別支援学級における「性に関する指導」についての取組 

 

廿日市市立佐伯中学校 

 （養護教諭）松岡 直美 （教諭）恵木 美智子  

１ はじめに 

 本校は，廿日市市の山間部にあり，特別支援学級 3学級を含む計９学級の生徒数 220名の中学校である。 

佐伯中学校の校訓は「自律」であり，学校教育目標を「自信と誇りを持った生徒の育成」としている。ま

た，今年度の佐伯中学校の研究主題は，「自己実現に向けて，仲間とともに伸びようとする生徒の育成 ～

仲間と関わり合って課題を解決する学習活動を通して～」と設定し，仲間との学び合いを充実させた授業を

展開していくことに取り組んでいる。そして，今年度の生徒会では，「Just Keep Going ～今しかできない

こと～ 」をスローガンとし，生徒会の活動の柱「み・そ・あ・じ（みだしなみ・掃除・あいさつ・時間）」

を合言葉に，生徒と教職員が一丸となって笑顔あふれる学校となるよう取り組んでいる。 

本校には，知的障害学級，自閉症・情緒障害学級，弱視学級の特別支援学級がある。特別支援学級の生徒

は，思春期から大人へ成長するにあたって，性的な発達は通常学級の生徒と変わりないが，社会的な成熟に

遅れが見られがちである。生徒によっては，性に関する情報が十分には理解できずに成長していることで，

衝動性が抑えられにくい状況や，情報があまりないまま成長しているため，被害者や加害者になるのではな

いかという危うさがある。そこで，個々の実態を考慮しながら，対人関係や性についての知識に関する課題

を，学び合いを通して解決していくことが必要と考え，「性に関する学習」について昨年度と今年度の 2

年間に渡って取り組んだ。 

 

２ 特別支援学級の生徒の実態 

（１） 昨年度と今年度の在籍人数 

  

 

 

 

 

 

 

（２） 日常生活における生徒の様子 

特別支援学級では，学年を超えて共に活動することが多く，時には衝突することはあるが，男女

とも仲良く日常生活を送っており，時として人と人との距離が近すぎることがある。たとえば，特

別支援学級の教室にあるソファーで，男女がくっついて座っても平気であったり，時には，膝の上

に乗っていたりする姿が見られた。また，ある生徒は，だまって異性の背後に立ち，相手をびっく

りさせることもあった。 

人との関わりにおいて，感情理解の難しさや状況の読み取りにくさ，こだわりなどの特性から，

場に合わせた適切なふるまい方が苦手で，いわゆる「暗黙のルール」が分かりにくかったり，空気

が読めなかったりして自己主張を続けてしまうことがある。時には怒りや不安など感情のコントロ

ールが難しいこともある。さらに，友だちからの要求に対して，自分がいやな時があっても，なか

平成 27年度 

 知的（3年 4人） 

自閉症・ 情緒（2年 3 人，3 年 1 人） 

  弱視（2年 1 人） 

        男子 5人 女子 4 人  計 9人 

平成 26年度  

  知的（2年 4人，3年 2人） 

  自閉症・情緒（1年 3人，2年 1人，3 年 1人） 

  弱視（1年 1人） 

              男子８人 女子 4人 計 12人 
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なか断ることができないこともある。そのため，特別支援学級の生徒どうしでは，感情を豊かに表

現できるが，交流学級の中では緊張して感情をうまく表現することができずに過ごしている状況が

多くなっていた。 

清潔や適切な身だしなみについては，髪を洗うことが苦手だったり，二次性徴に伴って体が変化

しているのに，女子では成長に合った下着を選んでいなかったり，髪の毛がはねたままだったり，

男子ではひげが生えて目立っていても，気にならない生徒もいた。  

     

３ 性に関する学習について 

（１） 性にかかわって身につけさせたい３つのスキル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取組のポイント 

生徒の日常の実態から見られる課題や，修学旅行や校外学習などの行事に参加するにあたって課題

だと思われた内容について，主に自立活動の時間に，担任と養護教諭がＴＴで特設授業を実施した。

授業を実施するにあたっては，次の①～⑦に取り組んだ。 

 

① 指導内容の事前打ち合わせ（担任・養護教諭・特別支援教育支援員） 

② 管理職との連携（担任・養護教諭） 

③ 教材づくり（養護教諭） 

④ 授業で使用するプリントづくり（担任） 

⑤ Ｔ１（担任）・Ｔ２（養護教諭） 

⑥ 保護者との連携・学級だより作成など（担任） 

⑦ 実態によって，個別指導（担任・養護教諭・特別支援教育支援員） 

 

４ 具体的な内容 

（１）パーソナルスペースを知ろう！（H26年 7月） 

パーソナルスペースとは，両手を広げてぐるりと 1回転した距離

で，知った人でも近づきすぎたら相手がいやな気持ちになる空間の

ことである。まず導入として，「みんなで集まってください。」と

指示した。「もっと近く！」と友だちとの距離を縮めようとすると，

「え～！」とか「いやだ～」の反応があった。密接な状況に追い込

まれることで違和感を感じたようである。その後，どのくらいの距

離感だったらよかったのかを投げかけ，パーソナルスペースについ

て考えていった。 

 

 

・服装，身だしなみ 

・気持ち（感情）を知り， 

表現する言葉を増やす 

 

 

・パーソナルスペース 

・異性理解 

・プライベートゾーン 

 

 

 

・校外学習でのマナー 

・困った時の解決方法 

自己認知スキル 

（自分を知る） 

 

社会的行動 
集団行動，ルール理解，集団
の中で気持ちのコントロール
を学ぶ 

コミュニケーションスキル 

（人との関わりを学ぶ） 
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具体的には教師２人がフラフープに入って，両手を広げて間隔をこれくらいだと可視化させ説明した

後，一人ひとりが体験した。次に，成長することによって距離感の感じ方の変化を学習した。 

その後，模造紙のサイズをエレベーターの広さに

見立てて，実際にエレベーターや満員電車に乗った時

どんな様子になるのかを体験した。電車やエレベータ

ーではあまり人がいないときにはパーソナルスペー

スを保てることができるけれど，人がいっぱいの時に

は，どうしたらいいかと問いかけると，できるだけ男

子なら男子，女子なら女子の近くに移動していた。そ

して，これからはパーソナルスペースを保ちながらソ

ファーに座るようにと確認した。 

 

＊授業後の生徒の様子 

・ ソファーで男女がくっついて座ることがなくなり，座って会話したいときは，もう一つ椅子を持

って来て座るようになった。 

・ 特別支援学級の教室で，３年生の教科書の内容が見たくて勝手に見ていた１年生に対して，３年

生が「勝手に見るな！」と，強い口調でおこることがあった。１年生は「ごめんなさい。」と謝っ

たが，どうして怒られたかよくわからない様子だった。担任は「物にもパーソナルスペースがあり

ます。だから，３年生は勝手に見られた事に腹がたって怒ったのですよ。 」と指導すると，「そ

うだったんだ。」と納得したということがあった。 

 

（２）プライベートゾーンを知ろう！ （H26年 10月） 

  前回実施したパーソナルスペースの授業から３ヶ月が経過した。「パー

ソナルスペース」という言葉は理解していたが，学習後も時々，他の人の

体に触れる，顔を近づけるなど距離感がつかめない場面があった。そこで，

パーソナルスペースの復習をした後，プライベートゾーンについての授業

をした。プライベートゾーンは胸や性器を守るため，水着で隠している部

分のことである。内容としては，自分の体は頭の先からつま先までが自分

の体であると確認させた後，「水着でかくれている部分をプライベートゾ

ーンといいます。そして，ここには将来男の子がお父さんになるための，

女の子がお母さんになって育てていくための大切な“いのちのもと”がい

っぱい入っています。だから誰かが見せてと言ってきたら？『ダメ!!』，

さわらせてと言ってきたら？『もちろんダメ!!』です。体は自分だけの大

切なもの。自分と，友だちの体を大切にしてください。他の人には，『見

せない』『さわらせない』『他の人の前でさわらない』ようにしてください。」と押さえた。 

生徒の反応として，水着でかくれる部分は「プライベートゾーン」と説明した後，性器や胸をイラスト

に貼っていったところ，それを見て，「キャー。」と反応する女子や視線をそらす男子がいたが，性器は

命にかかわる大切なところだと説明したら，しっかり話を聞いていた。 

＊授業を終えて生徒の感想文 

   ・プライベートゾーンで男の子と女の子のちがいがわかった。男の子と女の子には，大切な場所があ

るので，他の人には見せない，さわらせないということがわかった。 

― 20 ―



 

 

 

（３）性に関する教育講演会について（H26年 10月） 

「揺れ動く思春期の性」をテーマとして，広島文化学園大学の    

沢田美代子先生によるＰＴＡ文化講演会を実施し，約５０名の保護

者の参加があり，全校生徒とともに講演を聴いた。また，この日に

合わせてプライベートゾーンの授業を実施した。講演会前に講師に，

特別支援学級での性に関する授業を参観することを持ちかけ，参観

されることになった。  

参観後，沢田先生は「この授業はとても大切な内容を取り扱って

います。特別な支援が必要な子どもたちが被害者にも加害者にもな

らないよう，大学に帰って今日の内容について教師を目指す学生に

伝えます。」と言われた。 

 

（４）清潔な体と身だしなみ ＊2年生は修学旅行前（H26年 11月） 

「自分では気づきにくいけれど，人は気にすること」として，普段の衛生面や

マナー面を振り返りながら，できていない所を意識し，改善する方法を自分で考

えた。身だしなみを整えることは，特別支援学級の生徒だけでなく，佐伯中学校

全生徒も取り組んでいることである。ちょうど佐伯中学校の服装の規定を一目見

てわかるように，生徒会執行部がイラストを作成したので，そのイラストを参考

に学習していった。 

まず，自分の身だしなみを整えてから席に着こうと声をかけて授業を開始した

。普段，どんなところに気をつけているのか発表しあった後，「身だしなみが整

うと気持ちいい」，また「相手にいい印象を持ってもらう」ことに気づかせた。

その後，ワークシートで自分の身だしなみをふりかえり，できていないところは

どうすればいいのか考えた。 

また，事前に入浴についての実態を把握するために，普段の入浴の内容を宿題プリントとして出していた

。入浴の実態がそれぞれ違っていたが，プリントで事前に記入していたので，違いを感じながら意見交流し

た。また，思春期で汗が出やすいため，汚れがたまりやすいところをしっかり洗うことや，洗う順番で「性

器」を取り上げ，大切なところだからやさしく洗うと押さえた。 

 特に 2年生は修学旅行前だったので，もう１時間とって，服装や

洗顔・ユニットバスの使い方や，ホテルの部屋に入ってからクロー

ゼットやベッドの使い方について説明した後，実際に動作化した。

また，男子へは校長が，ひげそりについて実際にシェーバーを使っ

て説明し，女子へは養護教諭が，わきの下の毛の処理やにきびにつ

いての悩みなどについて説明し，男女とも二次性徴をふまえた身だ

しなみについて考えるいいチャンスになった。 

 身だしなみを整えることを継続していくためには，普段の声掛け

が大切である。現在，特別支援学級の女子は，人数が少ないため，

保健室を更衣室として利用している。その時に，からだの成長に合

った下着の話や寝ぐせがひどい時の治し方など，身だしなみのことやふだん気になる事を個別に話をするこ

とにしている。 

カーテンを浴槽の

中に入れるのを忘

れずにね。 
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（５）好きな異性への接し方 （H27年 3月） 

中学生になると，異性にも関心がでてくる。まだ興味がない人，興味があっても興味がないように見せた

りと状況はいろいろであるが，時には，デイリーノートで担任に好きな人を報告してくることもあり，実際

に，特別支援学級の生徒どうしで交換日記を始めたりする生徒がいた。また，気になる相手を遠くからじっ

と見つめていたりする生徒もいた。 

好きな人ができることはいいことであるが，パーソナルスペースを守りながら，相手の気持ちを考えるこ

とができるよう，好きな人へ自分の気持ちのコントロ

ールの仕方やマナーを知るために，好きな異性の接し

方について取り組んだ。 

授業ではワークシートを使って，自分だったらと，

気持ちを考えた。最後に，いくら自分が「好きだな。」

「気になるなあ。」と思っても，「相手の嫌がること

はしない」し，「自分のしてほしくないことは，相手

にもしない」と押さえた。 

 また，気になる相手をじーっと見たり後をつけたり

してしまう生徒について，まずはその生徒に理由を確

認したところ，「好きだから。」という事だった。授

業後，担任が家庭訪問をして保護者に指導内容を説明

した。なぜ，気になる相手をじっと見てはいけないのかが分かっていなかったのであるが，説明をすると，

「見すぎちゃっていたんだね。」と納得していた。 

  

＊生徒の感想 

・  好きな人ができることはいいことだけど，相手のいやがる事や自分のしてほしくないことはしては

いけないと思いた。私は，今好きな人はいないけど，もし好きな人ができたら，今日習ったことを思

い出して，気をつけたい。 

    

（６）友だちとのつきあい方 ～１学年宿泊体験学習前の指導～（H27年 6月） 

 パーソナルスペースについては，1年生全員にも 2泊 3日の宿泊体験学習

前に指導した。 

「どんな気持ちだろう？」ということで，首に腕を回され，相手がいやそ

うな表情をしている男子のイラストで二人の表情を考え

て発言させた。また，女子どうしでも二人の表情は見た感

じは，仲がよさそうだけど実は，相手に合わせているだけ

かもしれないなど，パーソナルスペースの学習を通して考

えた。「パーソナルスペース」という言葉を始めて学習したが，江田島での宿泊研修中，

男子どうしが，近づきすぎていやな気持ちになった場面があった。そのとき，「パーソナ

ルスペースで～！」という会話をしていた。無理やり，または急に近づかれていやな時は

「やめて。」という意思表示が大切であり，近づきすぎたらなぜいやなのかを学習する機

会になったと思われた。 
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（７）校外学習での事前指導（H27年 5月） 

・友だちとはぐれた，困った！どうしよう！ 

  ・約束の時間に友だちが来ない！ 

 

学年が一つ上がり，担任が変わった状況で，今までの指導内容をいかに継続して行うかが課題だった。生

徒と担任の信頼関係ができ始めてきたころ，校外学習を計画・実施することになった。校外学習は社会的行

動の学習ができるいい機会ととらえ，困った時にどうするのかを学習した。 最初に「電車の中で座るとき

に気をつけることは何でしょう？」と発問すると，すぐに「パーソナルスペースでしょ！」と答える生徒が

いた。学習内容に関連づけて，積み重ねて学習した結果，「パーソナルスペース」という言葉が出てきたの

ではないかと思われた。 

身だしなみを整える授業を復習した後，いすを用意して電車の中での，知らない人との距離の取り方や，

マナー違反を実際に動作化しながら一つひとつ確認した。また，ワークシートを使って，友だちとはぐれた

時の相談の仕方や，集合時間に遅れた時のやりとりを実際に行った。当日については，事後の振り返りの時，

公共マナーを守り，困ったことがなかったということだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） パーソナルスペース その２（H27年 7月） 

パーソナルスペースについて何度も復習していたが，かまってもらいたい気持ちから，特定の教師に近

づきすぎる生徒がいた。その時，教師が「やめてね。パーソナルスペースよ。」と言っても，パーソナル

スペースのイラストを見せても，なかなか行動を変えようとしなかった。そこで，特別支援学級の全体で

学習しなおすことで，再確認しようと取り組んだ。 

授業後が終わってからも特定の教師に近づく生

徒がいた。その生徒に対して，まわりの生徒が，

「○○さん，パーソナルスペースが守れていない

よ！」と何度か注意していた。授業をしたからと

いってすぐには行動が変えられないとは思ってい

たが，翌日，養護教諭がその生徒に出会った時，

「授業はどうだった？」と聞くと，「デイリーノー

トに感想を書いた。」と言うので，すぐに見せても

らうと，「パーソナルスペースがきちんと守れてい

なかったので，今度から守ろうと思う。」と書いて

いた。「すごいね。振り返ることができているね。

先生もうれしいよ。他の先生にもすぐに見てもら

友だちとはぐれたので，学校に電話をか
けたいのですが，公衆電話はどこにあり
ますか？ 

遅れてごめん！ 

店員役 

自分が，こんなことされたらどう

思いますか？ 
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おう！」と，近づきすぎていた教師や関わりのある教師に見てもらい，ほめられてうれしそうにしていた。

その生徒は，授業中，中学生の時は大人の気持ちの中に子どもの気持ちがまだあるという内容を学習した

時に，「まだ，ママに甘えたいのに・・・」と，つぶやいていた生徒である。パーソナルスペースを授業

として繰り返し取り組んだり，同世代の生徒に注意されたりしたことで，自分の行動を振り返ることがで

き，相手を困らせる態度はしなくなった。しかし，甘えたい感情をすべておさえるのではなく，「一番身

近な家族で自分の家の中なら甘えてもＯＫ！」と話した。 

 

（９）大好きなあの人と仲良くなりたい（H27年 7月） 

再び，気になる相手をじーっと見ていたり，後をついていったりする生徒や，勝手に人のものを触ると

いった行動をする生徒が出てきた。前年度に「好きな異性への接し方」で学習した内容は，時間が経過す

ると，定着していないとわかった。そのため，特別

支援学級の生徒たちが，「好きな人ができるのはい

いこと」を踏まえて，実際に相手の気持ちを考えな

がらどのように仲良くなったらいいのかを指導し

た。 

最初に，ワークシートに記入をしながら好きな人

と仲良くなりたいときにどのような行動をとった

方がいいのか考え，意見交流した。じーっと見続け

ることでは，「変な人だと思われる」や趣味につい

て聞くということでは，「いやではない」「話しや

すくなる」，また，大きな声で一方的に話すことは

「いやな時があった」「仲良くなれない」などの意

見が出た。結局，笑顔であいさつ，趣味について聞く，困っていたら手伝うのがいいのではないかという

意見にまとまった。その後，実際にどのように話しかけたらいいのか，ロールプレイをして確認した。 

次の授業で，前時にいなかった教諭をロールプレイの相手役にし，学習していた内容を復習した。生

徒たちは失敗しても，またやり直しを希望するなど，意欲的に取り組んでいた。相手役の教諭は，日常

的な場面を想定してできたので，普段でも活用できそうな手ごたえを感じたそうである。最後の感想交

流では，「（通常学級の）他の人にもこれをやって，

もっともっと友達を増やしたい。」「大好きな人の

手伝いをもっとして,その人を喜ばせたい。」「自信

がついたので他の人に対してもやってみようと思

う。」「これを生かして給食待ち時間に好きな人に

話しかけようと思う。」「（うまくできなかったと

ころがあるので）今度はできるようにチャレンジし

たい。」と，好きな異性に限らず,幅広い人とかかわ

りたいという意欲が高まったようだった。 

 

（10）自分がいやなときに断る方法（H27年 9月） 

自分が友だちと仲良くなるためには，時には断らなければならないことがあり，相手の気持ちも思い合

った断り方をする必要があることを理解し，実際にできるようにすることをねらいに取り組んだ。 

（笑顔で）おはよう！ 
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今回の授業は，佐伯中学校区小・中連携協議会の第 1回特別支援教育連絡会の内容として，性に関する

取り組みの参観授業として計画した。この会の参加対象者は，特別支援コーディネーターや特別支援学級

担任，養護教諭である。 

  最初に，今までの学習から，好きな人をじーっと見ることがなく

なり，話しかけることができた人のことや，パーソナルスペースに

ついて話題にしたところ，生徒から「○○さんがパーソナルスペー

スを守るようになった。」という発言があり，みんなで拍手をしな

がら認め合った。次に，かかわりの深さの表を自分を中心として考

え，身近な家族から友だち，先生，顔を知っている人，顔も知らな

い人たちの中で過ごしていることを確認した。その後で，「顔を知

らない人から突然パーソナルスペースの中に入り込まれたり，プラ

イベートゾーンを触られそうになったらどうしますか？」と質問すると，「やめて。」と言ったり「すぐ

に逃げる。」という返事だった。 

「友だちどうしの中でいやなことがあった場合どうするか。」をワークシートに記入し，ロールプレイ

をしながら考えた。最初は，しつこく誘われたら，「いやだ，無理！」とワークシートに記入していた生

徒がいたが，みんなの意見を聞いたり，言われた人の気持ちになったりして考えさせたところ，「ごめん

ね。まだ忙しいんだ。また今度行こうね」と答え方を変えた。最後に，何かあったら周りの人に相談する

ように押さえて終わった。 

生徒の感想として，「上手に断ることであるトレスがたまらずにすむ。」とか

「断らなかったら相手に自分のことをわかってもらえないけれど，断ったらわか

ってもらえると思う。」などがあった。 

授業後の特別支援教育連絡協議会では「相手の気持ちを思い合った伝え方は，

どのように伝えたらいいか発達障害の子どもには難しいことだけど，積み重ねて

いくことが大切だと思った」「特別支援学級の子どもたちは気持ちを抑えきれな

いので，間違いをおこしやすい。佐伯中の今の集団なら意見を言い合えて学習で

きる。」など，意見交流した。 

翌日，デイリーノートに授業の振り返りを書いて見せてくれた生徒がいた。パ

ーソナルスペースの学習後にノートを見せてくれた生徒である。ノートには，「今

日は，保健でロールプレイでペアになってやってみて，Aさんや Bさんの気持ちがわかったため，しつこ

く誘わないようにしていきたい。自分がいやな思いをしないように，相手もいやな気持ちにならないよう

に，お互い楽しく過ごしていきたい。自分で上手にことわることができたらいいなあと思った。」と書い

てあった。「すばらしい！」「すごいです！」とほめると，うれしそうにしていた。他の先生とも話題に

して，何度もほめる場を設けるようにした。 

 

５ まとめ 

  今回，特別支援学級の生徒の性に関わっての指導に取り組み，次のようなことが重要であるとわかった。 

（１） 繰り返して指導する。 

パーソナルスペースの内容については，性に関わって基本的な内容であると思われる。一度，学

んだからとか，頭では分かっているからといっても，日常生活に活かされるとは限らない。そのた

め，毎回復習をしてから，学習内容に入った。今回，学習を進めるにあたって，まだ母親に甘えた

い気持ちが大きいため，家庭で母親と距離が近く，集団の中で人との距離感がなかなかつかめない

いつがいい？ 

いつなら行ける？ 

ごめんね 

また，今度ね 
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生徒もいた。また，年度が変わり担任が変わると，人的環境が変化したために関係性が落ち着くま

で，パーソナルスペースや好きな異性との接し方など積み重ねた内容が後戻りしたこともあった。

指導にあたっては繰り返し行うことや，いろいろな指導内容と関連して復習し積み重ねていくこと

が大切である。また，来年度は現在の 3年生が卒業し新入生が入学するため，特別支援学級のメン

バーが変わってくる。今まで継続してきた内容を繰り返し学習することで，上級生は理解が深まり，

下級生は学習内容を生活の中で少しずつ経験していく時間になる。時には，上級生が下級生に教え

ていく場を設定するのも効果的だと思われる。 

 

（２） 場面設定を視覚的に工夫することで理解しやすくする。 

教材を作成するにあたっては，場面を理解しやすくするために，佐伯中学校の制服を着た生徒の

イラストを用いて身近に考えられるようにイメージさせたり，プリントにもイラストを加えたりし

た。また，パーソナルスペースを視覚的に理解するために，フラフープを使用した。 

 

  （３）動作化を取り入れ，一般化を図る。 

授業中は座学だけではなく，相手の気持ちを考えるためにロールプレイを取り入れたり，ユニッ

トバスの入り方など，実際に動作化したりすることで，生活に結び付けることができるようにした。 

  

（４）日常生活で，できたことを評価する。（ほめる） 

日常で望ましい行動ができたときには，「しっかりパーソナルスペースを保てているね。」とか，

「日記できちんと振り返ることができているね。すばらしいね。」など，言葉にして伝えるように

している。また，「今，どんな気持ちかな？」など，相手の気持ちを考えて行動できるようにサポ

ートしたり，学習した内容を日常生活で忘れないように，教室に教材を掲示したりした。 

 

（５）教職員や保護者と連携しながら進める。 

学級だよりや家庭訪問などで，学校で取り組んでいることを伝えて協力を得るため，また，実態

にあった指導内容にするために，保護者と連携しながら進めた。校長，教頭，特別支援学級担任，

養護教諭，特別支援教育支援員などが連携をとりながら，いろいろな場面で個別にフォローしてい

る。今回，指導者である担任が変わるという状況になったが，引継ぎができるように記録を残して

おくことも大切である。 

  

６ おわりに 

（１） 成果 

 特別支援学級の生徒に対して，性に関する指導に取り組んだ結果，相手との距離感や望ましい

社会的行動など，少しずつではあるが，できるようになった。佐伯中学校では，特別支援学級に

おける性に関する指導を行ったのがはじめてであったので，打ち合わせや教材づくりに時間がか

かったが，教職員間で連携をし，改めて日ごろ悩んでいることを交流する時間にもなった。 

（２） 課題 

発達障害の生徒にとって，性的な問題行動に巻き込まれないよう，また，問題行動を起こさせ

ないようにするために，性に関する学習が必要である。学習のねらいにせまるためには，保護者

との連携が不可欠であり，自分やまわりの人を大切にする態度を育てる取組をしなければいけな

い。特別支援学級の生徒に対しての性に関する学習内容（プログラム）は，まだ試行錯誤ではあ
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るが，小中連携を行い実態に応じて早い段階から集団や個人で実践し，学校間で交流する必要性

を感じている。 
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Ⅳ 各部会活動報告 

 

＜学校医部会＞ 

 

「校内健康相談会の経験」 

 

                    大野東小学校 校医 脇 千明 

 

 平成 26 年の春から大野東小学校の校医になりました。医師になって 30 年以

上たちますが、実は学校医は初めての経験です。 

≪医師は学校を知らなすぎる！≫ 

 あたりまえですが、医学部では学校医は何をするかなど教えてくれません。

私は卒業して 30年近く病院に勤務してきましたので、小学校の保健についても

知識はありませんでした。医師はみな同じ状況であると思います。それでまず

学校に行ってみることにしました。 

夏休みの始まった直後に学校を訪問し、案内していただきました。驚いたこ

とが沢山ありました。保健室には簡単な医療設備はあるくらいに考えていまし

たが、酸素どころか消毒薬もなく、市販の絆創膏くらいしか置いていないこと

を初めて知りました。はるか昔の小学生だった頃の記憶の中で、保健室は 

赤チンと消毒薬のにおいのイメージでしたが、あれから５０年近くたって、常

備されているものがもしかすると殆ど変っていないかも知れないということは

驚き以外のなにものでもありません。 

また、養護教諭＝看護士ではない、ということも初めて知りました。この環

境で必ずしも専門知識のない養護の先生が、病気やけがの初期対応にあたり、

かつ様々な健康教育や健診に関わる大変さに気がつきました。 

このことはもっと医療側に伝えていかないといけないエビデンスです。第一

線の医療機関で働く医師は、高度な医療と医師を含むスタッフの努力を集中さ

せて助けた子どもを家庭に返し、さまざまな状況を抱えたまま学校に送り込み

ます。ときには酸素や経管栄養、持続点滴は腹膜透析をしたまま通学させます。

しかしその学校の実態を実は医師は知らないのです。けがをすれば消毒しても

らえるだろう、状態が急変すれば酸素は投与してもらえるだろう、と単純に考

えています。新たに開業し、学校医になった医師だけがこの双方の事情を知り

得ます。橋渡しの役割が私達にはあると肌で感じました。 

一方で、保育園・幼稚園を含めて医師の指示による投薬が許されるようにな

り、エピペンや AED の導入など、従来は完全に医療の世界だけであった処置が

学校に持ち込まれて来ています。これらのことを考え合わせれば、スクールナ

ースの導入と保健室の整備はもっと真剣に検討されていいはずです。 
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≪保健委員会≫ 

 学校医の業務についても素人で、健診に参加するくらいだと聞かされていま

したが、年度末に保健委員会に呼ばれ、この席で、初めて PTA の方や、学校歯

科医、学校薬剤師の先生にお会いしました。歯科や薬剤師の先生はすでの学校

に来られての活動をされていることを知りました。改めて、調べていくとなか

には大変に熱心で、毎月学校へ出向いて活動されている方もいらっしゃるらし

いこともわかりました。 

≪健康相談会≫ 

 自分に何ができるのかと考えて、まず気軽に健康相談できる場を始めてみよ

うと考えました。小学校のこともまだまだわからないことだらけですので、垣

根の低いところから始めていけば、学校の状況も徐々に掴めていけるので丁度

いいのではと考えました。 

 養護の先生と相談のうえ、学期末の懇談会の日に合わせて保健室に出向くこ

とにしました。昨年の 7 月に 1 回目、12 月に 2 回目を開きました。一応予約制

にしましたので、希望者は多くなく 1回目は 5名、2回目は 4名でした。もとも

と医療機関に受診するほどではないが、日頃気にかかっていることを気軽に相

談できますよ、という趣旨で声をかけました。相談内容をみるとこのことを反

映して、低身長 5 件、肥満 4 件、あとは夜尿、不登校などで、一度に２～３個

の相談をされた方が 3名ありましたが、相談後に受診を勧めたのは 1～2名でし

た。 

 一方で、低身長と肥満という体格に関することが大半を占めたことは、意外

でした。肥満については、初めて肥満度 30％以上になったことを指摘されて相

談に来られていました。低身長については、全員すでに医療機関を受診済みで、

成長ホルモン療法の適応外といわれている方々でした。低身長に対する家族の

思いを改めて感じさせる出来事でした。 

≪何が得られるのか？ 何かを変えられるのか？≫ 

私たち開業医は基本朝から夕方まで診療しています。週半ば 1 回、半日のお

休みの日がありますが、多くの場合、別の仕事が入ります、私の場合は廿日市

市の乳児健診、保育園の定期検診、他の病院への診療援助、ときには在宅医療

のこどもの往診などをしています。実質的には気軽に学校へ顔を出す時間的余

裕がないのが実情です。そのため私たち校医は児童にもご家族の方にもなじみ

の薄い存在です。しかしもっと時間のない中で対応されているのは養護や担任

の先生です。私たち校医はそのバックアップの役割ですが、助言をするにして

も学校の実情もわからず適当な発言をしてしまうと現場は混乱するばかりです。 

たった 2 回の健康相談を少人数にしただけで、何かが得られるとはもちろん

考えません。私のような新米の学校医には、学校の状況を掴むことがまず必要
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でした。そのため、今回の取り組みを通して、一番の成果は、学校に顔を出す

機会が増えたこと、そして養護の先生と直接お話をする機会が増えたことだと

考えています。古風な考え方ですが、顔の見える関係作りがやはり一番大切だ

と考えています。この取り組みを続けながら、私なりに問題点を抽出して、学

校に新たな提案をすることができればと願っています。 

≪むすびにかえて≫ 

 医師はほとんどの人が、卒業して一人の患者に丁寧に対応していくことに取

り組んできており、グローバルな健康管理の経験がありません。現在、医師会

を中心に学校医研修会が開かれておりますが、これは学校医になったひとのた

めで、学校医になるための手引きがあってもいいように思いました。一方で、

学校医は人気がなく、仕事が煩雑で希望者が多くないのも事実。地方では医師

不足から一人で複数校をかけもちして業務をこなされている現実もあります。

この春からはさらに運動器健診の導入があります。不登校やいじめの問題は一

定数で存在しつづけ、解決のめどはたっていません。さらに今後、教職員に対

するストレスチェックを含めメンタル・ヘルスの管理といった問題も加わろう

としています。学校の近くにいる開業医に適当に声かけて引きうけてもらう時

代ではなくなりつつあるのでしょうか。学校医という制度をもっとシステマテ

ィックに地域で支える必要性が近づいているようにも感じております。 
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＜学校歯科医部会＞ 

 

「幼児・児童・生徒たちの口腔内疾患および口腔周辺組織疾患の 

変化と新しい治療」 

                                    
大野東小学校 赤木 真一 

 

 昨年の貝出泰範前廿日市市学校保健会副会長の＜学校歯科医部会＞の寄稿文

の中にも一部触れられていたが、いわゆるむし歯（齲蝕）は、昭和 40年代から

50 年代をピークにその後の学校歯科保健の普及、保護者の口腔管理の意識向上

そして歯科医師らによるフッ素や予防填塞材の使用や多くの啓発活動等によっ

て、齲蝕の数は劇的に減少傾向がみられ、また齲蝕の軽症化も認められるよう

になった。したがって、抜歯を余儀なくされるといったケースは非常に稀にな

ってきており、このことは、学校歯科保健活動にとって一定の成果を上げたと

いうことで大変喜ばしいことである。 

しかしながら一方で、歯肉炎や歯周炎などの歯周疾患、歯列・咬合などの歯

並びの問題、顎関節症などについては歯科医学の発達や全身疾患との深い関係

が明らかにされる中でも未だに多くの問題を抱えたままである。とりわけ近年

では、小児の喘息、睡眠時無呼吸症候群、副鼻腔炎（蓄膿症）などの耳鼻咽喉

科領域の口腔周囲組織の疾患が呼吸機能や嚥下機能を低下させるため、それら

によって歯並びが悪くなったり、顎関節症の原因になっているということが以

前に比べてより詳細に明らかにされてきている。以前から理想的な呼吸が鼻呼

吸であるのに対して口呼吸が様々な疾患の原因になっていることは周知の通り

であったが、時代の流れとともに小児の生活環境や自然環境も徐々に変化して

おり、口呼吸をしている小児はさらに増加の一途を辿っている。もちろん環境

因子だけでなく遺伝因子もあるが、ゲーム、パソコンそしてスマートフォンな

どの長時間の使用、運動不足、ハウスダスト、樹々の花粉、PM2.5 等々の環境

因子の影響により呼吸機能に異常が認められる小児が増えていることは幼稚園

や小中学校でもお気づきのことであろう。現症としては、頭位を含む上顎位が

下がり、下顎が後方に回転して姿勢が悪化すると、上、中、下咽頭部がそれぞ

れ狭窄して、口腔及び咽頭部を主に掌っている舌骨（舌位）が下がり、下方に

強く引っ張られるので、それに伴って、下顎骨が内側に歪むため、歯並び悪く

なり、下顎骨にある顎関節も捻じれ、顎関節症を引き起こすわけである。そう

して咽頭部が狭くなると、人間は呼吸をしなければ生きていけないので、下顎

の頤部を前に突き出して呼吸をするようになるので頸椎と後頭骨がくっ付くよ

うな姿勢となり、この姿勢を長時間取っていると呼吸や嚥下に問題が出てくる

だけでなく、体全体の姿勢が悪くなり、様々な不定愁訴を訴えるようになるの
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である。呼吸機能の治療は、今までは、耳鼻咽喉科領域の治療とされていたが、

無呼吸症候群の治療が認められるようになった現在では、頭位（上顎位）を上

前方に牽引し、それに伴って下顎を前方に回転させることによって、舌骨が上

方に引っ張り上げられ、その後方にある咽頭部が拡げられるため、呼吸機能が

改善し、下顎骨の歪を治すことによって歯並びや顎関節の捻じれも治ってくる

という矯正法（RAMPA）が開発され、歯科領域でも幼児、児童、生徒の口腔お

よび口腔周囲組織の疾患が治せることが可能になった。このことは、子どもた

ちの未来に向けての大きな進歩ではないかと考えられる。 
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＜学校薬剤師部会＞ 

 

「平成２７年度 水道水およびプール水の検査結果」 

 

                   新出 恵 

学校薬剤師部会では環境衛生検査（飲料水やプール水の水質検査、教室の照

明、空気検査）と薬物乱用教室等を実施ししております。 

薬物乱用教室では大麻や覚せい剤、危険ドラッグの乱用、特に大麻の使用が

近年低年齢化していて、身近な出来事になって来ています。 

早いうちにその芽を摘む為に、薬物に対する正しい知識や乱用の恐ろしさに

ついて知ってもらうように各校学校薬剤師が薬物乱用教室を行っています。 

また、特に冬場では各教室でストーブを焚いて教室を温めるので、空気が汚

れがちです。ストーブの機種、ストーブを焚いた時間にかかわらず、しっかり

と教室内の換気をするようにしてください。 

 

 

平成２７年度に実施した飲料水の水質検査２回（５月と１０月）とプール水

の検査１回（７月）の結果を報告します。 
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　平成27年度（春・秋）　廿日市市学校飲料水検査 一覧表 (公社)広島県薬剤師会 検査センター

Ｎｏ. 採水日

硝酸態窒素
及び亜硝酸

態窒素
(mg/L)

 塩化物
(mg/L)

有機物等
(mg/L )

一般細菌
(1mL中)

大腸菌 pH 臭気・味
色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

廿日市小 1 ５月１４日 0.32 7.1 2.4 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
平良小 2 ５月１４日 0.29 6.8 2.4 1 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.3
原小 3 ５月１４日 2.9 7.5 2.4 0 不検出 6.6 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
宮内小 4 ５月１４日 0.34 7.5 1.8 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
地御前小 5 ５月１４日 0.30 6.8 2.2 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.3
佐方小 6 ５月１４日 0.31 6.8 2.5 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
阿品台東小 7 ５月１４日 0.31 6.8 2.5 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
阿品台西小 8 ５月１４日 0.30 7.2 4.1 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
金剛寺小 9 ５月１４日 0.30 7.1 4.1 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
宮園小 10 ５月１４日 0.30 7.1 5.7 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
四季が丘小 11 ５月１４日 0.30 6.8 7.3 1 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
友和小 12 ５月１４日 1.1 7.1 2.7 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.5
津田小 13 ５月１４日 1.4 7.5 2.2 0 不検出 6.4 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
吉和小・中 14 ５月１４日 0.75 16.3 2.5 0 不検出 6.7 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
大野東小 15 ５月１４日 1.1 15.3 3.4 0 不検出 6.6 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
大野西小 16 ５月１４日 1.1 15.3 2.1 0 不検出 6.7 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
宮島小 17 ５月１４日 0.22 6.4 6.5 0 不検出 6.9 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
廿日市中 18 ５月１４日 0.30 6.8 3.1 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
七尾中 19 ５月１４日 0.30 7.2 4.0 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.3
阿品台中 20 ５月１４日 0.30 7.3 2.8 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
野坂中 21 ５月１４日 0.29 7.1 4.1 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
四季が丘中 22 ５月１４日 0.30 7.2 2.2 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
佐伯中 23 ５月１４日 1.4 6.8 5.7 0 不検出 6.6 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
大野中 24 ５月１４日 1.1 14.7 2.8 0 不検出 6.7 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
大野東中 25 ５月１４日 0.40 8.5 4.4 0 不検出 7.1 異常なし 1 0.7 0.1
宮島中 26 ５月１４日 0.21 5.7 3.5 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
宮島幼稚園 27 ５月１４日 0.23 6.4 7.9 0 不検出 7.1 異常なし 3 0.7 0.2

廿日市小 1 １０月　１日 0.27 7.5 2.6 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.5
平良小 2 １０月　１日 0.30 8.2 2.4 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
原小 3 １０月　１日 2.4 9.2 1.9 0 不検出 6.6 異常なし ＜1 ＜0.1 <0.05
宮内小 4 １０月　１日 0.34 7.8 2.2 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.3
地御前小 5 １０月　１日 0.29 9.6 2.4 0 不検出 7.3 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
佐方小 6 １０月　１日 0.28 7.8 3.8 0 不検出 7.4 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
阿品台東小 7 １０月　１日 0.29 8.9 4.1 0 不検出 7.4 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
阿品台西小 8 １０月　１日 0.29 9.6 2.5 1 不検出 7.3 異常なし ＜1 ＜0.1 0.3
金剛寺小 9 １０月　１日 0.29 7.3 2.7 0 不検出 7.4 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
宮園小 10 １０月　１日 0.30 7.5 2.4 0 不検出 7.3 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
四季が丘小 11 １０月　１日 0.30 8.5 2.2 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 <0.05
友和小 12 １０月　１日 1.2 6.4 3.2 0 不検出 7.3 異常なし ＜1 ＜0.1 0.7
津田小 13 １０月　１日 1.4 8.0 2.1 0 不検出 6.4 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
吉和小・中 14 １０月　１日 0.62 13.1 1.7 0 不検出 6.8 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
大野東小 15 １０月　１日 1.1 13.5 2.1 0 不検出 6.6 異常なし ＜1 ＜0.1 0.4
大野西小 16 １０月　１日 0.62 9.4 2.2 0 不検出 6.8 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
宮島小 17 １０月　１日 0.21 7.3 3.3 0 不検出 7.1 異常なし ＜1 ＜0.1 <0.05
廿日市中 18 １０月　１日 0.29 6.4 2.2 0 不検出 7.3 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
七尾中 19 １０月　１日 0.29 7.0 3.6 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
阿品台中 20 １０月　１日 0.29 7.8 3.5 0 不検出 7.3 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2
野坂中 21 １０月　１日 0.28 8.2 3.4 1 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 <0.05
四季が丘中 22 １０月　１日 0.29 8.7 3.7 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 <0.05
佐伯中 23 １０月　１日 1.4 9.8 2.2 0 不検出 6.5 異常なし ＜1 ＜0.1 0.6
大野中 24 １０月　１日 0.62 9.2 2.7 0 不検出 6.9 異常なし ＜1 ＜0.1 0.3
大野東中 25 １０月　１日 1.0 14.2 2.4 0 不検出 6.9 異常なし ＜1 ＜0.1 0.1
宮島中 26 １０月　１日 0.24 5.9 4.0 0 不検出 7.2 異常なし 1 ＜0.1 0.1
宮島幼稚園 27 １０月　１日 0.27 6.7 4.5 0 不検出 7.2 異常なし ＜1 ＜0.1 0.2

≦10 ≦300 ≦10 ≦100
検出されないこ

と 5.8～8.6異常でないこと ≦5 ≦2 ***
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＜小・中学校養護部会＞ 

 

※養護部会理事会 

 平成２７年１２月１８日（金） 目 的：小・中学校養護部会研修会 打ち合わせ 

                  場 所：廿日市市市民活動センター 

 平成２８年 ２月 １日（月） 目 的：研修会の反省、次年度に向けて 

                  場 所：廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ） 

 

※小・中学校養護部会研修会 

 １ 日   時  平成２８年１月２０日（水） １３：４５～１６：４５ 

 ２ 場   所  廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ） 

 ３ 演   題  「色覚異常について」 

 ４ 講   師  アイビー眼科 中村 民江 先生 

 ５ 参加人数  １９名 

 

～講演内容～ 

色覚異常について          アイビー眼科 中村民江 
 

☆色覚異常とは？ 

色覚異常は男性では 20 人に 1 人、女性では 200 人に 1 人みられます。色覚異常は網膜の色を

感じる細胞の変化が原因です。色を感じる細胞は赤、緑、青の 3種類があってすべてが正常に働

いていると色覚異常はなく、どれか一つの働きが弱いか、働きがない場合に現れます(図１)。色覚

異常には程度の差が大きく周りも本人も全く気が付かない程度の軽度のものから、幼少時から周り

も気が付く程度の強いものまで様々です。このように程度の差は大きいのですが間違いやすい色

の組み合わせは赤と緑 、オレンジと黄緑、青と紫などい くつかあります （図 ２ ） 。

 （図１）  (図２) 

色覚異常のある人は明るさや鮮やかさに敏感でそこから色の違いを微妙に感じ取って日常生活

に不自由を感じない事が多いようです。ただ軽度の人でもうす暗い所、逆光、小さいもの、疲れて

いる時などは色を間違う事もあります。色覚異常の程度が強い人の見え方は例えば(図３)のようで

文字による表記がないと同じ形で中身が違うものなどはわからない事があります。色覚異常が高

度の場合は赤卵の色も（図４）のように見えています。 
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 （図３） (図４) 

 

☆学校での色覚検査 

 学校での色覚検査は以前行われていましたが、平成 15年から定期健康診断の必須項目から除

外されました。除外されたといっても必要な生徒には個別に適切に対応するようにと指針に示され

てはいました。しかし、この 10 年間、実際には色覚検査はほとんど行われておらず、その結果自

分の色覚特性を知らないまま成長し、職業選択時に障害になり困る事例が多く見られるようになり

ました。そのため色覚検査が２８年度からは健診の必要項目に復帰しました。 

 

 学校での実際の色覚検査の道筋はこのようなものです。 

１．保護者に色覚検査申込票を手渡す 

２．（希望者に）学校で色覚検査を行う 

３．異常が疑われたら眼科検診を勧める  

４．眼科では石原色覚表等の再検査(図４)、パネル D15で程度判定（図５）、その他の異常の有無

の検査、カウンセリングを行う  

 （図４）  (図５) 

５．眼科の結果を学校と共有し、学校では個々の色覚異常を持った生徒に適切に対応する 

 という事になります。 

実際の学校生活では、例えば塗り絵で顔を緑色に、木葉を茶色に塗った、赤いチョークの文字を

読み飛ばす、友達に色遣いをからかわれる等があれば色覚異常を疑わないといけません。 

 

以下に実際の学校生活で注意すべき点を挙げます。 
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注意すべき点をまとめますと １．赤い線で示した・・・、など図表や品物を色の名前を使って説明

しない。 ２．正解は何色の○○ですか？など、児童に色を答えさせない  ３．赤と緑が重複して

いる図や絵の教材を使わない  ４．色を扱う図画や美術の授業では個別の配慮が必要 という事

などです。 

 

☆将来の進学、進路について 

現在、進学についての制限はほとんどありません。平成１３年の労働安全衛生法令の改正によっ

て雇用時における色覚検査は原則廃止されています。しかし、特殊な学校や職業では現在も色

覚の制限が残っています。 
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☆遺伝について 

女性の１０人に１人は色覚異常の遺伝子の保因者であり、色覚異常はごくありふれた体質です。ま

た色覚異常は血液型や姿かたちと同様、人の持つ多様性の一つで祖先から受け継がれてきたも

のです。結婚の相手を色覚異常の遺伝子の有無で決めるのはナンセンスです。 

 

☆まとめ 

・色覚異常があることを知らない生徒がいる事を理解する 

・学校での検査によって色覚異常の生徒を把握し、生徒が不利な学校生活を送る事が無いよう配

慮する 

・進路指導においても思いやりのある助言ができるよう、体制作りが必要 

・学校での色覚検査は保護者の同意が必要なので色覚検査は子供の将来のために必要な検査

であることを保護者に理解してもらうように働きかける 

・子供本人にも適切に情報が伝わるよう配慮し自分の色覚特性を理解してもらう 

 

☆色覚関連情報 

・アプリ 『色のシュミレーター』 

・日本学校保健会ポータルサイト www.gakkohoken.jp 

・一新会 square.umin.ac.jp 
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《精密検査後に判明した診断名》
検診名 検診結果 受診結果（診断名）

内科検診 アトピー性皮膚炎 皮脂欠乏性湿疹
内科検診 心雑音 不完全右脚ブロック
内科検診 脂肪腫 皮下腫瘍
内科検診 アトピー性皮膚炎 アトピー性皮膚炎
内科検診 肥満 軽度脂肪肝
内科検診 心雑音 無害性心雑音
内科検診 脊柱側わん症疑い 右凸胸椎側わん

眼科検診 外斜視 外斜視
眼科検診 外斜視 間欠性外斜視
眼科検診 アレルギー性結膜炎 アレルギー性結膜炎

眼科検診 アレルギー性結膜炎 両下眼瞼腱毛内反症

耳鼻科検診 耳垢栓塞 耳垢栓塞
耳鼻科検診 副鼻腔炎 慢性副鼻腔炎
耳鼻科検診 扁桃肥大 扁桃肥大
心電図検査 心室性期外収縮頻発 心室性期外収縮
尿検査 潜血（＋１） 無症候性血尿
尿検査 潜血（±） 無症候性血尿
尿検査 潜血（±） 高ｶﾙｼｳﾑ尿症疑い

聴力検査 左右1000Hz30db4000Hz25dbが聞こえない 両滲出性中耳炎
聴力検査
聴力検査
聴力検査
聴力検査 左耳1000Ｈｚ30ｄｂ聞こえにくい 左滲出性中耳炎
結核健康診断 咳・たん 気管支喘息
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廿日市市学校保健会会則 
 

 第１章 総 則 

第１条 この会は廿日市市学校保健会と称し、廿日市市立の学校保健関係者をもって組織

する。 

第２条 この会の事務局は、廿日市市教育委員会教育指導課内に置く。 

 

 第２章 目的及び事業 

第３条 この会は関係者相互の親和協力により学校教育における保健衛生の研究と普及発

達を図り、これが施策を寄与することをもって目的とする。 

第４条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 保健衛生の文教施策に対する協力 

２ 保健衛生思想の普及啓発 

３ 学校保健に関する調査研究 

４ 学校保健に関する事業の企画と実践 

５ 学校保健関係者の指導及び研究 

６ 学校保健施設の経営助成 

７ その他本会の目的に必要な事業 

 

 第３章 資産及び会計 

第５条 この会の資産は次の項よりなる。 

１ 負担金 

２ 補助金 

３ 寄付金その他 

第６条 この会の経費は第５条の資産で支弁する。 

第７条 この会の予算は総会において付議承認を得るものとする。決算は総会において報

告し、承認を受けるものとする。この会は事業遂行上必要のある時は、理事会の決議に

より特別会計を設けることができる。 

第８条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。 

 

 第４章 役 員 

第９条 この会に次の役員を置く。会長１名、副会長８名（学校医、学校歯科医、学校薬

剤師、小学校長、中学校長、小学校養護教諭・中学校養護教諭、ＰＴＡ代表）、理事若干

名、監事２名、前記の他、顧問、参与を置くことができる。 

第10条 会長は、佐伯地区医師会会長とし、副会長、理事、監事は総会で選任する。 

第１１条 会長は本会を統轄し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故ある

時は、その職務を代行するものとする。 

第12条 理事は会長の命を受けて会務を処理する。監事は会計を監査する。 

第13条 顧問及び参与は会長がこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、参与は会務に

参画する。 

第14条 役員の任期は２年とする。ただし重任は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

第15条 本会に書記を置き会長が任命する。書記は庶務に従事する。 

 

第５章 会 議 

第16条 会議は総会及び理事会の２種とする。 
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２ 総会は学校医、学校歯科医、学校薬剤師、小・中学校校長、保健主事、養護教諭、Ｐ

ＴＡ代表をもって構成し、毎年１回これを開催する。総会において付議事項は次のとお

りとする。 

（１）会務報告及び事業計画 

（２）決算予算及び協議 

（３）議事及び協議 

（４）会則変更 

（５）その他必要と認めた事項 

３ 理事会は会長が必要に応じてこれを招集し、会務執行その他必要な事項を協議する。 

４ 前記の他に会長が必要と認めたとき、また構成員の３分の１以上の請求があったとき

は、臨時総会を招集することができる。 

第17条 総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを決する。 

 

 第６章 表彰及び慶弔 

第18条 永年この会の推進発展に寄与した会員に対して、理事会において審議の上感謝の

意を表する。 

第19条 会員が死亡した時は香典一万円を贈り、会長または代理者が会葬し、弔電を打っ

て弔意を表す。 

 

 《付則》 昭和 49年 5 月 19日 一部改正実施 

          昭和 63年 6 月 19日 一部改正実施 

          平成  5年 6 月 13日 一部改正実施 

          平成 13年 6 月 30日 一部改正実施 

          平成 15年 6 月 29日 一部改正実施 

平成 17年 6 月 26日 一部改正実施 

平成 17年 11月 3 日 一部改正実施 

平成 18年 7 月 2 日 一部改正実施 

平成 23年 7 月 2 日 一部改正実施 
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あ と が き 

 

 

 平成２７年度の廿日市市学校保健会の研究や活動をまとめた 

保健リング第５３号が多くの方々のご協力をいただき、 

ここに発刊する運びとなりました。 

 ご多用の折、原稿をお寄せいただきました先生方に深く 

感謝申し上げます。 

 

 

 

 平成２８年３月３１日 

 

 

 

                 事務局長  宮崎 哲匡 

                （廿日市市教育委員会教育指導課） 




